
伊 方 訴 訟 ニユー ス

伊方原発訴訟を支援する会(連嵯鴇黒撃務奇踊:計留甕離」呂&粟脱翫よ)

第 l回 公 判 期 日 決 定

控訴審 10月 27日 ,2号炉訴訟9月 ll日

柏木判決に対する控訴状は,さ る 4月 30

日,高松高裁に提出されたが,高松高裁では

第 4民事部が引受け,小西秀高裁判官を長と

し,古市,上野両裁判官を陪席とした三名が

担当することになった。

7月 5日 に行われた,裁判所,原,被告三

者の協議の結果, 10月 27日 午前 10時 30

分より第 1回 □頭弁論が開かれることになっ

た。それに先立って,原告住民側か ら控訴の

理由を明 らかにした準備書面が提出されるが,

それに対する被告国側の答弁の準備書面は,

第 1回公判以後になるものと予想されている。

松山地裁での審理と違って,被告国側を全

面的に支持した柏木判決とい う形で裁判所の

見解が表明されており,し かもそれをめぐっ

て,司 法界でも広範囲に議論が行われている

ため,高松高裁も緊張を高めていることが予

想される。それだけに, 日下,弁護団を中心

に作成作業が進め られてぃる準備書面の内容

は,こ んごの審理 を方向づけるものとして注

目されている。

一方,原告団自らが作成した 2号炉設置許

可取消請求の訴状は,さ る 6月 9日 ,松山地

裁に提出され,民事第 2部 (1号炉は第 1部 )

の,渡辺貢裁判官を長とした三名の裁判官が

審理を担当することになった。

第一回公判期日については,原告住民側に

は何の通知もない うちに,一部の新聞で, 9

月 11日 に決定したと報ぜ られ,不審に思っ

た原告 らの問合せに対して,裁判所もそれを

認めるといった有様である。その後,原告団

の連絡役の矢野浜吉さんに電話で期日を通知

してきただけで,他の 34名の原告らには何

の音沙汰もないとのこと。生活に追われてい

る原告 らの都合も聞かずに,一方的に公判 日

を通知してくる裁判所のや り方に,原告 らは

対策を相談しているが,代理人を依頼せず ,

原告ひとりひとりが審理に参加するとい う方

法をとった 2号炉訴訟への試練が,すでに始

っているといえるだろう。

なお,原告らが裁判所の書記官に対し,「

自分たち住民が検討するのだか ら,訴状に対

する被告国側の答弁書を,な るべく早く提出

するよう国側に催促してほしい」と要望した

ところ,書記官は,「原子炉規制法などの改

正があり,発電炉の担当責任が科学技術庁か

ら通産省に移ったため,ど こが訴訟を引受け

るかについてまだ決っていないようだ」と答

えたとのことである。
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反原子力東京連絡会議主催

6.:7伊 方 裁判 報

東京で反原発運動を進めている団体や個人

の方々が, さる6月 17日,水道橋にある全

逓会館で,「私たちの暮 らしと原発」と題し

た伊方裁判報告会を開きました。

「支援する会」から久米が招かれて出席し,

裁判に至る現地の情況,公判廷内外における

斗いの経過,柏木判決の住民敵視の論理とそ

の矛盾などについて報告しました。そして,

全国さらには海外の反原発運動と連帯しつつ ,

裁判斗争が進め られたことを強調し,東京の

人たちが,これからも,柏木判決の論理を打

ち崩す運動 を強め,さ らには,国内外の反原

発運動の成果を資料化することなどを通して,

上告審や 2号炉裁判を支援してほしいと訴え

ました。

報告のあと,反 原子力東京連絡会議に参加

しているい くつかの運動体か ら,伊方に連帯

して斗 う決意の表明がありました。そして,

高松高裁に送る下記の「意見書」への署名運

動に取 り組むことが決議されました。また ,

参加者か らのカンパ 21・ 200円が,裁判斗争

資金にと,「支援する会」に贈 られました。

なお,当 日の集会に参加された「訴訟ニュ

ース」の一読者から,つぎのお便りが「支援

する会」あて寄せ られてきてぃます。 (Q)

「柏木判決の矛盾と,その住民無視の姿を

いよい よはっきりと知 らされ,あ らたな怒 り

てい っばいです。人間としてのくらしをとり

もどすためにたかい続けねばと思います。」

(藤沢市 宮島郁子)

意 見 書

伊方住民によって松山地裁に提訴されてぃ

た,原子炉設置取 り消しを求めた行政訴訟の

成り行きは全国の民衆の注目するところであ

りました。その判決を不服として原告側より

高松高裁に控訴されてぃる裁判の審理には,

さらに深い関心が寄せ られてぃます。

原発か ら放出される放射能の害は周辺住民

ばかりでなく,全ての人々に及ぶか らであり,

周辺住民や原発施設で働 く人々をより深刻な

危険にさらし,基本的な産業である農 。漁業

をつぶし,環境汚染を進行させ,大量に電気

を使 う (使わせる)産業構造,生活のあり方

を今こそ問い直すべきだと思 うか らです。

私たちは,伊方の人たちと同様に 4月 25

日に松山地裁・柏木裁判長より出された判決

を不服に思っています。「いわゅるしきい値

の存在は不明であるが,電力の供給等公共の

必要がある場合には一定の許容量を定めるこ

とは違法ではない」とその判決理由のひとつ

に述べられていることか らも判断されてるよ

うに,国 。電力資本が掲げている「エネルギ

ー危機を救 うためには原子力発電が必要」と

の前提に拘束され,人 々のいのちとくらしを

守る視点が欠落しています。

裁判の中で原告側か ら, ECCS(緊 急炉

心冷却装置)が実際に役立つかどうかわか ら

ない,伊方原発の日前の海底に大断層がある

と最大事故を招く恐れのある問題点を指摘さ

れているにも拘わらず,安全審査については

国の判断を相当としてい ることにも納得がゆ

きません。国の安全審査がいかにずさんであ

ったかは法廷でのや りとりで露わにされてい

ます。
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その判決は伊方原子力発電所に関するもの

ではありますが,それをお墨付きにして全国

各地で原子力発電所の建設は推進され,私 た

ちひとリー人は危険性と共に建設に要す る巨

額の費用の負担 を強い られるでしょう。

松 山 地 裁

矛盾に充ちた柏木判決によって,国 と四国

電力を支持する姿勢を鮮明にした松山地裁は,

その機を待 っていたかのように,原発に関連

して審理中であった他の三つの裁判に対して

も,矢つぎ早に,住民の訴えをことごとく退

ける判決を下した。

立本収去土地引渡請求事件

担当裁判官 :柏木賢吉 (長),金子与 ,

岡部信也 (行政訴訟と同じ顔ぶれ )

判決日 :5月 30日

この裁判は「土地裁判」 (第二次)と 呼ば

れてぃたもので,四国電力にだまされた不法

な売買契約であるとして,土地の引渡しを拒

否していた地主たちを,四国電力が訴えてい

た裁判である。

判決は,被告となっていた二名の地主,大

沢喜八郎さんと井田与之平さんの言分をすべ

て却下し,四国電力との契約は有効であると

して,土地 と立木を引渡すように命じた。実

際には,すでに昭和 51年 4月 10日 に,松

山地裁は「断行仮処分」とい う強行手段によ

って,土地と立木を四国電力に引渡していた

のである。この判決は,その処分を確定的に

したものに過ぎないが,判決文中の伊方原発

の危険性を否定しているくだりは,「柏木判

私たちは,高松高裁における原発裁判に対

して,先の松山地裁の轍を踏むことなく,国

の政策にとらわれない,人 々のいのちとくら

しの重さを根底に据えた視点で充分かつ公正

な審理がなされるよう強く求めるものです。

決」の本領を更に明確にしたものであるので ,

以下に原文のまま引用しておこう。

「原子力基本法,原子力委員会設置法,原子

炉等規制法,電気事業法は,原子力発電所が

危険性を内包する施設であることに鑑み,法

定の手続によりその安全確保が図られ ている

との確認を得た場合に限ってその設置を許可

することとし,更に,右各法律等により原子

力発電所の建設,運転について厳重に規制し,

その規定す る認可や検査を経た場合には,当

該原子力発電所は安全性が維持できるものと

して,その運転を許しているものと解される

ところ,伊方原子力発電所がこれ らの法律の

定める規制に従 って設置,運転されるもので

あることは被告の明 らかに争わないところで

ある。してみると,伊方原子力発電所の設置,

運転は法律の許容するところであるといわな

ければならない。のみならず,いずれも成立

に争いのない甲第 102ないし第 108号証,

弁論の全趣旨により真正に成立したものと認

める同第 109, 110号 証によれば,蒸気

発生器細管事故等,過去に発生した原子力発

電所の各種の事故については,その原因の究

明がなされ,相応の対策がとられるようにな

っていること,原子力発電所の平常運転時に

住民の訴 えをすべて切 り捨て

し

し



おいて放出される放射性物質による被ばく線

量は, 自然放射線の地域差よりも少なく,人

類へ障害 を与 え る ことはない とする学説も

有力に主張されていること,応力腐食割れは

原子力発電所に特有な現象ではなく,かつ ,

原子力発電所においてはその対策も講じられ

ていること,使用済燃料の再処理や放射性廃

棄物の処分の問題は国として検討してい るこ

と,使用済燃料の輸送容器については,輸送

に伴 う危険を考慮して特別な考案が施された

ものが使用されること, ECCSの 性能につ

いて,実験結果や経験及び理論的な推論によ

って有効であると判断している学者も多数い

ること,現在の原子力発電所は事故防止対策

が十分施されていて,炉心溶融事故は発生し

得ないとする学者も多数いること,商業用原

子力発電所が運転をはじめて 20年になるが ,

周辺公衆に被害を及ぼした事故はまだ一度も

発生していない こと,なお,本件原子力発電

所は相応な耐震設計がなされていること,温

排水対策として,伊方原子力発電所ではその

放水口前面に透過堤を設け,その内側に放水

池を作り,温排水を一たんこの池に放出し,

取水日か ら導水した海水と混合させて水温を

下げ,透過堤底部に設け られた円形放水孔か

ら海水中に放射状に放流することとしている

ので,海表面における水温差は最大で 2度 C

であり,それも放流水浮上点 (透過堤の沖合

50ないし 60メ ー トル)付近で現われるだ

けであること,右放流水により船の航行に支

障を生ずることはないこと,更に,温排水が

影響を及ぼすとみられる海域部分については ,

原告と関係漁業協同組合との間で漁業権の放

棄及び損失補償の契約が締結されていること

がぃずれも認められるから,これ ら事実に照

らす と,前掲事実があるからとい って,伊方

原子力発電所が危険なものであるとは即断し

難い ところである。」

用途廃止処分無効確認等請求事件

担当裁判官 :「土地裁判」と同じく,行

政訴訟と同じ顔ぶれ

判決日 :5月 30日

この裁判は「里道裁判」と呼ばれていたも

ので,原発敷地内の里道 (明 治になって国有

地となったが,それ以前から住民が農耕用な

どに使ってきた道)を四国電力が不法に占拠

していたことを住民に指摘されたため,県や

国があわてて四国電力に払下げた処分の無効

を, 住民が申立てていた。

判決は,県や国の,いわゆる「反射的利益

論」を支持し,歴史的な住民の入会権的通行

権は法律上の利益として認め られないとし,

訴えの却下,つまり
″
門前払い

″
を言渡した

のである。しかし判決も,長年にわたって確

立されてきた住民の権利 をむげに否定できな

いため,一応つぎのような留保条件をつけて

いる。

「もっとも,特定人の公共用物の利用が ,

特定の権利又は法律上の利益に基づ くもので

あることを認めるべき特別な事情のある場合

は,右 と別異に解す ることも許されるものと

考えられる」と。

そして原告になっている 10人 の住民のそ

れぞれについて ″
事情

″
を検討し,上記の

″
事情

″
に該当しないとして却下した。たとえ

ば,原告の一人広野房一さんについては,「

土地を所有していて,そ こに植栽しているみ

かん等の栽培のために本件里道の一部を利用

して年間 5, 6回 位水運びをしていたこと,

本件里道は,古くか ら右地区住民 らにおいて

「



し

補修,改良等の作業がなされてぃたことが認

め られる」と判断しながら,「 これ らの事実

をもってしてはまだ前記特別な事情があると

認めることはできない」と,突放してしまっ

ているのである。

第二者異議請求事件

担当裁判官 :岩 谷憲一 (2号炉訴訟の陪

席裁判官)

判決 日 :6月 27日

この裁判は「立木裁判」と呼ばれてきたも

ので,前記「断行仮処分」によって,大沢さ

んと井田さんの土地の立木も切り倒 されてし

まったが,それ らの立木を譲り受けていた,

広野房一さんと西園寺秋重さんとが,その処

分の不当性を訴え出ていた裁判である。

判決は,立木の売買契約書が存在している

事実を認めなが ら,井 田さんと西園寺さんと

の間の契約については,売買金額が未確定で

あったとい う理由で,法律的には契約は成立

していないとして,訴えを却下した。また ,

大沢さんと広野さんとの間の契約については,

形式的にも完全に契約条件が整 っていたため

に,い くつかの ″
認定事実

″に基いて,四国

電力の言分を受入れたつぎの理由で,同 じく,

その訴えを却下してしまったのでぁる。

「大沢と原告広野との本件立木の売買契約

は,被告 (四国電力)の伊方原子力発電所建

設を阻止するため,真実売買の意思はないの

に,相図って売買契約を仮装したものである

ことが推認でき,し たがって,右売買契約は

無効であるといわなければならない」と。

こうした一連の一方的な判決言渡しと期を

一にして,松山地裁の警備が目立って強化 さ

れてぃる。 2号炉訴状を裁判所に提出した際

も,マ スコミ関係者を一切裁判所内に立入 ら

せないという異例の措置がとられたし,上記

判決公判に出席した少数の原告ら住民に対し

て,多 数の裁判所職員が物々しく警備に当る

とい った有様である。岡原最高裁長官の ″
激

励
″

を受けて,ま すますハッスルしているであ

ろう柏木裁判所長の指揮下にある松山地裁に

対し, 2号炉の設置許可取消を訴え出た住民

らの前途は,き わめて厳しいと予想される。

し

伊方原発安全宣伝誌配布に対し

地 元 住 民 つり

6月 はじめごろまでに,保内町,伊方町,

瀬戸町の全戸に,愛媛県製作の「伊方原子力

発電所とその概要」と題したバンフレット (

カラー刷り,A4版 32ペ ージ)が配布され

た。県の安全宣伝誌としては,昨年の「原子

力発電所 とその環境」についで二番目である

が,今回は,柏木判決が出されたことを意識

してか,一方的な宣伝ぶ りが目立っている。

たとえば,「放射線は 5ミ リンム以下で,人

体に影響を与えることはないといわれている」

が激 し く抗 議
とか,「大きな地震があっても放射能汚染を

起こす ことはない」など,思い切った表現が

随所に見られる。

このパンフレットは,八幡浜市と西宇和郡

を中心に県下の市町村に配布するため, 3万

部つ くられたとぃ うが,も ちろん県費でまか

なわれてぃる。全戸配布にもかかわ らず,保

内町の反対派住民などには,は じめ配布され

ていなかったとい う。

ところが八幡浜市では,昨年配布の際,論



議を呼んだため,県は,市内の高校 と中学の

生徒を通じて配布することを考えた。県立八

幡浜高校でも全校生徒に手渡されたことを,

父兄たちからの通報で知 った反対派住民たち

は,常 日頃,「教育の場は中立」と声高に言

っている県が,自 らその戒めを破 ったとして

強く反搬 した。

6月 20日 ,伊方原発反対八西連絡協議会

の矢野浜吉事務局長ら地元住民 14人は,八

幡浜高校に出かけ,梶野校長か ら配布の事実

を確かめ,つぎのように抗議した。「一方的

な宣伝バ ンフレットを回収せよ。もし回収で

きなければ,住民側のパンフレッ トも配布せ

よ。また,原発問題の学習を深めるために,

職員,生徒を対象にした原発討論会を開け」

と。

6月 22日 に再び会って回答したいとの梶

野校長の約束を信じて,再度訪れた地元住民

らに対し,校長は一方的に約束を破り,会見

場所を八幡浜県事務所に変更すると通告。怒

った住民 らは,「校長を呼んでこい」と学校

側と夕刻まで押間答を続けたが,結局,校長

との会見は流されてしまった。この間,ハ ン

ドマイクを使 って住民 らが生徒に呼びかけ ,

これに対して学校側が,授業妨害だか ら警察

を呼ぶと迫る光景も見られたとい う。

6月 30日 には,地元住民 ら9人が,八幡

浜市教育委員会を訪れ,水沼教育長に抗議し

た。「県のい うがまま,原発宣伝誌を生徒た

ちに配ったのは,教育の中立性をそこない,ヽ

教育者が原発問題について一方的な立場を,

自から受入れたことになる」との住民の抗議

に対し,水沼教育長は,「県の公害課か ら各

学校に送 ったので知 らなか った。バンフの内

容の正否は私には判断できないので,回収せ

よとも,も っとまけとも云えない」などと,

無責任な答弁をくり返すばか りだったとい う。

住民らは,「教育委員会が姿勢を正さない限

り,私たちも現場 (学校)に直接出向いて抗

議するしか方法がない」と申し渡して,会見

は物分れとなった。

さらに住民 らは, 7月 6日 ,県庁に行き,

県の教育委員会と公害課などに抗議しようと

したが,責任者は不在と云って逃亡す る無責

任ぶりであった。この問題の波紋は,さ らに

広がるものと予想されている。 (Q)
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